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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムでユーザー装置が信号を伝送する方法において、
　ユーザー装置が制御情報をチャネル符号化するステップと、
　チャネル符号化された制御情報を１番目のデータブロック及び２番目のデータブロック
と多重化するように、チャネルインターリービングを行ってユーザー装置が前記信号を生
成するステップと、
　ユーザー装置が前記信号を基地局へ伝送するステップと、を含み、
　前記制御情報のためのチャネル符号化されたシンボルの個数は、下記の式を用いて決定
されることを特徴とし、
【数１】

　ここで、ＰａｙｌｏａｄUCIは、前記制御情報のサイズで、ＰａｙｌｏａｄData(1)は、
前記１番目のデータブロックのサイズで、
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【数２】

は、前記１番目のデータブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのＲＥの個数で、Ｐａｙｌ
ｏａｄData(2)は、前記２番目のデータブロックのサイズであり、

【数３】

は、前記２番目のデータブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのＲＥの個数であり、
【数４】

は、上位層シグナルにより与えられたオフセット値であり、αは、１以上の整数で、λ1

は、１以上の整数で、λ2は、１以上の整数であり、
【数５】

は、天井関数を表す、信号伝送方法。
【請求項２】
【数６】

であり、ｉ番目のデータブロックのサイズは、
【数７】

であることを特徴とし、
　ここで、



(3) JP 5908887 B2 2016.4.26

10

20

30

40

【数８】

は、ｉ番目のデータブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためにスケジューリングされた副搬
送波の個数で、

【数９】

は、ｉ番目のデータブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのサブフレーム当たりのＳＣ－
ＦＤＭＡシンボルの個数で、Ｃ(i)は、ｉ番目のデータブロックのコードブロックの個数
であり、
【数１０】

は、ｉ番目のデータブロックのｒ番目のコードブロックのサイズで、ｒは、０以上の整数
である、請求項１に記載の信号伝送方法。
【請求項３】
　α＝１、λ1＝１及びλ2＝１であることを特徴とする、請求項１に記載の信号伝送方法
。
【請求項４】
　前記制御情報は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫまたはＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）であ
ることを特徴とする、請求項１に記載の信号伝送方法。
【請求項５】
　無線通信システムで信号を伝送するように構成されたユーザー装置において、
　無線周波数ユニットと、
　プロセッサと、を含み、
　前記プロセッサは、制御情報をチャネル符号化し、チャネル符号化された制御情報を１
番目のデータブロック及び２番目のデータブロックと多重化するように、チャネルインタ
ーリービングを行って前記信号を生成し、前記信号を基地局へ伝送するように構成され、
　前記制御情報のためのチャネル符号化されたシンボルの個数は、下記の式を用いて決定
されることを特徴とし、
【数１１】

　ここで、ＰａｙｌｏａｄUCIは、前記制御情報のサイズで、ＰａｙｌｏａｄData(1)は、
前記１番目のデータブロックのサイズで、



(4) JP 5908887 B2 2016.4.26

10

20

30

40

【数１２】

は、前記１番目のデータブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのＲＥの個数で、Ｐａｙｌ
ｏａｄData(2)は、前記２番目のデータブロックのサイズであり、

【数１３】

は、前記２番目のデータブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのＲＥの個数であり、
【数１４】

は、上位層シグナルにより与えられたオフセット値であり、αは、１以上の整数で、λ1

は、１以上の整数で、λ2は、１以上の整数であり、
【数１５】

は、天井関数を表す、ユーザー装置。
【請求項６】
【数１６】

であり、ｉ番目のデータブロックのサイズは、
【数１７】

であることを特徴とし、
　ここで、
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【数１８】

は、ｉ番目のデータブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためにスケジューリングされた副搬
送波の個数で、

【数１９】

は、ｉ番目のデータブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのサブフレーム当たりのＳＣ－
ＦＤＭＡシンボルの個数で、Ｃ(i)は、ｉ番目のデータブロックのコードブロックの個数
であり、
【数２０】

は、ｉ番目のデータブロックのｒ番目のコードブロックのサイズで、ｒは、０以上の整数
である、請求項５に記載のユーザー装置。
【請求項７】
　α＝１、λ1＝１及びλ2＝１であることを特徴とする、請求項５に記載のユーザー装置
。
【請求項８】
　前記制御情報は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫまたはＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）であ
ることを特徴とする、請求項５に記載のユーザー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに係り、具体的に、制御情報を伝送する方法及びそのため
の装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムが音声やデータなどのような多様な種類の通信サービスを提供するた
めに広範囲に展開されている。一般に、無線通信システムは、可用のシステムリソース（
帯域幅、伝送パワーなど）を共有して、マルチユーザとの通信を支援できる多重接続（ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システムである。多重接続システムの例としては、ＣＤ
ＭＡ（ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、ＦＤ
ＭＡ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）シス
テム、ＴＤＭＡ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）シス
テム、ＯＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、ＳＣ―ＦＤＭＡ（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉ
ｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）シス
テムなどがある。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、無線通信システムでアップリンク信号を效率的に伝送する方法及びそ
のための装置を提供することにある。本発明の他の目的は、制御情報を效率的に伝送する
方法及びそのための装置を提供することにある。本発明のさらに他の目的は、制御情報と
データを效率的に多重化する方法及びそのための装置を提供することにある。
【０００４】
　本発明で達成しようとする技術的課題は、上記の技術的課題に制限されず、言及してい
ない他の技術的課題は、下記の記載から、本発明の属する技術分野における通常の知識を
有する者に明確に理解されるだろう。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一態様として、無線通信システムで通信装置がアップリンク信号を伝送する方
法において、制御情報をチャネル符号化するステップと、チャネルインターリービングを
行って、チャネル符号化された制御情報を複数のデータブロックと多重化するステップと
、を含み、前記制御情報のためのチャネル符号化されたシンボルの個数は、前記複数のデ
ータブロックの初期伝送のための複数のスペクトル効率の和の逆数を用いて決定される、
アップリンク信号伝送方法が提供される。
【０００６】
　本発明の他の態様として、無線通信システムでアップリンク信号を伝送するように構成
された通信装置において、無線周波数（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ＲＦ）ユニッ
トと、プロセッサと、を含み、前記プロセッサは、制御情報をチャネル符号化し、チャネ
ルインターリービングを行って、チャネル符号化された制御情報を複数のデータブロック
と多重化するように構成され、前記制御情報のためのチャネル符号化されたシンボルの個
数は、前記複数のデータブロックの初期伝送のための複数のスペクトル効率の和の逆数を
用いて決定される、端末が提供される。
【０００７】
　好適には、各データブロックの初期伝送のためのスペクトル効率は、下記の式により与
えられる。
【０００８】
【数１】

【０００９】
　ここで、ＰａｙｌｏａｄDataは、データブロックのサイズを表し、

【数２】

は、前記データブロックの初期ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒ
ｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）伝送のためのＲＥ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）の個数
を表し、λは、１以上の整数を表す。
【００１０】
　好適には、前記制御情報のためのチャネル符号化されたシンボルの個数は、下記の式を
用いて決定される。
【００１１】
【数３】
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【００１２】
　ここで、ＰａｙｌｏａｄUCIは、前記制御情報のサイズで、ＳＥData(i)は、ｉ番目のデ
ータブロックの初期伝送のためのスペクトル効率であり、
【数４】

は、オフセット値で、αは、１以上の整数であり、λi’は、定数で、Ｎは、データブロ
ックの総数であり、

【数５】

は、天井（ｃｅｉｌｉｎｇ）関数を表す。
【００１３】
　好適には、前記制御情報のためのチャネル符号化されたシンボルの個数は、下記の式を
用いて決定される。
【００１４】

【数６】

【００１５】
　ここで、ＰａｙｌｏａｄUCIは、前記制御情報のサイズで、ＰａｙｌｏａｄData(1)は、
１番目のデータブロックのサイズで、

【数７】

は、１番目のデータブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのＲＥの個数で、Ｐａｙｌｏａ
ｄData(2)は、２番目のデータブロックのサイズであり、

【数８】

は、２番目のデータブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのＲＥの個数であり、
【数９】

は、オフセット値であり、αは、１以上の整数で、λ1は、１以上の整数で、λ2は、１以
上の整数であり、

【数１０】

は、天井（ｃｅｉｌｉｎｇ）関数を表す。
【００１６】
　好適には、

【数１１】

であり、ｉ番目のデータブロックのサイズは、
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【数１２】

である。
【００１７】
　ここで、

【数１３】

は、ｉ番目のデータブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためにスケジューリングされた副搬
送波の個数で、
【数１４】

は、ｉ番目のデータブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのサブフレーム当たりのＳＣ－
ＦＤＭＡシンボルの個数で、Ｃ(i)は、ｉ番目のデータブロックのコードブロックの個数
であり、
【数１５】

は、ｉ番目のデータブロックのｒ番目のコードブロックのサイズで、ｒは、０以上の整数
である。
【００１８】
　好適には、Ｎ＝２、α＝１、λ1＝１及びλ2＝１である。
【００１９】
　好適には、前記制御情報は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／ｎ
ｅｇａｔｉｖｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）またはＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃ
ａｔｏｒ）である。
【００２０】
　本発明のさらに他の態様として、無線通信システムで通信装置がアップリンク信号を伝
送する方法において、制御情報をチャネル符号化するステップと、チャネルインターリー
ビングを行って、チャネル符号化された制御情報を複数のデータブロックのうち一つと多
重化するステップと、を含み、前記制御情報のためのチャネル符号化されたシンボルの個
数は、下記の式を用いて決定される、アップリンク信号伝送方法が提供される。
【００２１】
【数１６】

【００２２】
　ここで、αは、１以上の整数で、ＰａｙｌｏａｄUCIは、前記制御情報のサイズであり
、

【数１７】

は、データブロックｘの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのＲＥ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍ
ｅｎｔ）の個数で、
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【数１８】

は、オフセット値であり、
【数１９】

は、天井（ｃｅｉｌｉｎｇ）関数を表し、前記データブロックｘは、前記複数のデータブ
ロックのうち初期伝送のためのＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　
Ｓｃｈｅｍｅ）インデックスが最も大きいデータブロックを表し、前記複数のデータブロ
ックが同一の初期伝送のためのＭＣＳインデックスを有する場合、１番目のデータブロッ
クを表す。
【００２３】
　本発明のさらに他の態様として、アップリンク信号を伝送するように構成された通信装
置において、無線周波数（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ＲＦ）ユニットと、プロセ
ッサと、を含み、前記プロセッサは、制御情報をチャネル符号化し、チャネルインターリ
ービングを行って、チャネル符号化された制御情報を複数のデータブロックのうち一つと
多重化するように構成され、前記制御情報のためのチャネル符号化されたシンボルの個数
は、下記の式を用いて決定される、端末が提供される。
【００２４】
【数２０】

【００２５】
　ここで、αは、１以上の整数であり、ＰａｙｌｏａｄUCIは、前記制御情報のサイズで
、
【数２１】

は、データブロックｘの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのＲＥ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍ
ｅｎｔ）の個数で、
【数２２】

は、オフセット値であり、

【数２３】

は、天井（ｃｅｉｌｉｎｇ）関数を表し、前記データブロックｘは、前記複数のデータブ
ロックのうち初期伝送のためのＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　
Ｓｃｈｅｍｅ）インデックスが最も大きいデータブロックを表し、前記複数のデータブロ
ックが同一の初期伝送のためのＭＣＳインデックスを有する場合、１番目のデータブロッ
クを表す。
【００２６】
　好適には、
【数２４】

であり、前記データブロックｘのサイズは、
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【数２５】

である。
【００２７】
　ここで、

【数２６】

は、前記データブロックｘの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためにスケジューリングされた副搬送
波の個数で、
【数２７】

は、前記データブロックｘの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのサブフレーム当たりのＳＣ－Ｆ
ＤＭＡシンボルの個数で、Ｃ(x)は、前記データブロックｘのコードブロックの個数であ
り、
【数２８】

は、前記データブロックｘのｒ番目のコードブロックのサイズであり、ｒは、０以上の整
数である。
【００２８】
　好適には、α＝１である。
【００２９】
　好適には、前記制御情報は、チャネル品質に関連した情報を含む。
【００３０】
　好適には、前記制御情報は、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａ
ｔｏｒ）及びＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）のうち
少なくとも一つを含む。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、無線通信システムでアップリンク信号を效率的に伝送できる。また、
制御情報を效率的に伝送できる。また、制御情報とデータを效率的に多重化できる。
【００３２】
　本発明で得られる効果は、以上に言及した効果に制限されず、言及していない他の効果
は、下記の記載から、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者に明確に理
解されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
　本発明の理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付の図面は、本発明に
対する実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
【図１】ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）
送／受信機を例示する図である。
【図２】無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）の構造を例示する図である。
【図３】ダウンリンクスロットのリソースグリッドを例示する図である。
【図４】ダウンリンクサブフレームの構造を示す図である。
【図５】アップリンクサブフレームの構造を例示する図である。
【図６】ＵＬ－ＳＣＨデータと制御情報の処理工程を例示する図である。
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【図７】ＰＵＳＣＨ上で制御情報とＵＬ－ＳＣＨデータの多重化を示す図である。
【図８】本発明の一実施例によって一つの特定のコードワードにＵＣＩを多重化する例を
示す図である。
【図９】本発明の一実施例によって一つの特定のコードワードにＵＣＩを多重化する例を
示す図である。
【図１０】本発明の一実施例に係るＤＣＩ構成及び端末解析を例示する図である。
【図１１】本発明の一実施例によって複数のコードワードにＵＣＩを多重化する例を示す
図である。
【図１２】本発明の一実施例によって複数のコードワードにＵＣＩを多重化する例を示す
図である。
【図１３】本発明の一実施例によって複数のコードワードにＵＣＩを多重化する例を示す
図である。
【図１４】本発明の一実施例によって複数のコードワードにＵＣＩを多重化する例を示す
図である。
【図１５】本発明の一実施例に適用されうる基地局及び端末を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下の技術は、ＣＤＭＡ（ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅ
ｓｓ）、ＦＤＭＡ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃ
ｅｓｓ）、ＴＤＭＡ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）
、ＯＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）、ＳＣ―ＦＤＭＡ（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）などのような様々
な無線接続システムに使用することができる。ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）やＣＤＭＡ２０００のような
無線技術（ｒａｄｉｏ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）により実現されうる。ＴＤＭＡは、ＧＳ
Ｍ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ）／ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）／ＥＤ
ＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
）のような無線技術により実現されうる。ＯＦＤＭＡは、ＩＥＥＥ　８０２．１１（Ｗｉ
－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　８０２－２０、Ｅ－ＵＴ
ＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ）などのような無線技術により実現されうる。ＵＴＲＡ
は、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）の一部である。３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒ
ｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＥ－ＵＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ）の一部であっ
て、ダウンリンクにおいてＯＦＤＭＡを採用し、アップリンクにおいてＳＣ－ＦＤＭＡを
採用する。ＬＴＥ―Ａ（Ａｄｖａｎｃｅｄ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥの進化したバージョン
である。
【００３５】
　説明を明確にするために、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ―Ａを中心に記述するが、本発明
の技術的思想がこれに制限されるものではない。また、以下の説明で使われる特定の用語
は、本発明の理解を助けるために提供されたもので、このような特定の用語の使用は、本
発明の技術的思想を逸脱しない範囲で他の形態に変形可能である。
【００３６】
　図１は、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ
）送／受信機を示す図である。具体的に、図１は、ＭＩＭＯを支援するＯＦＤＭまたはＳ
Ｃ－ＦＤＭＡ（ＤＦＴ　ｓｐｒｅａｄ　ＯＦＤＭまたはＤＦＴ-ｓ-ＯＦＤＭとも称する）
送／受信機を例示する。図中において、ＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔ
ｒａｎｓｆｏｒｍ）ブロック１０８がないとＯＦＤＭ送／受信機に該当し、ＤＦＴブロッ
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ク１０８があるとＳＣ－ＦＤＭＡ送／受信機に該当する。便宜上、図１に関する説明は、
送信機の動作を中心に記述し、受信機の動作は送信機の動作の逆に行われる。
【００３７】
　図１を参照すると、コードワード－レイヤマッパー１０４は、ＮC個のコードワード１
０２をＮL個のレイヤ１０６にマッピングさせる。コードワード（ＣｏｄｅＷｏｒｄ、Ｃ
Ｗ）は、ＭＡＣ（Ｍｉｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層から受信される伝送
ブロック（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｂｌｏｃｋ、ＴＢ）と等価である。伝送ブロックとコー
ドワードとの対応関係は、コードワードスワッピングにより変更可能である。一般的に、
通信システムにおいてランク（ｒａｎｋ）は、レイヤの個数と同様に使用される。ＳＣ－
ＦＤＭＡ送信機の場合、ＤＦＴブロック１０８は、それぞれのレイヤ１０６に対してＤＦ
Ｔ変換プリコーディングを行う。プリコーディングブロック１１０は、ＮL個のＤＦＴ変
換されたレイヤとプリコーディングベクトル／行列を掛け合わせる。この工程を通じて、
プリコーディングブロック１１０は、ＮL個のＤＦＴ変換されたレイヤをＮT個のＩＦＦＴ
（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）ブロック１１２及
びアンテナポート１１４にマッピングする。アンテナポート１１４は、実際の物理アンテ
ナに再びマッピングされうる。
【００３８】
　図２は、無線フレームの構造を示す図である。
【００３９】
　図２を参照すると、無線フレームは、１０個のサブフレームを含む。サブフレームは、
時間領域において２つのスロットを含む。サブフレームを伝送する時間が伝送時間間隔（
Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ、ＴＴＩ）と定義される。例え
ば、１サブフレームは、１ｍｓの長さを有することができ、１スロットは０．５ｍｓの長
さを有することができる。１スロットは、時間領域において、複数のＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈ
ｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）ま
たはＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）シンボルを有する。ＬＴＥは、ダウンリンク
においてＯＦＤＭＡを使用し、アップリンクにおいてＳＣ－ＦＤＭＡを使用するので、Ｏ
ＦＤＭまたはＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、一つのシンボル期間を表す。リソースブロック
（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ、ＲＢ）は、リソース割当ユニットであり、１スロット
で複数の連続した副搬送波を含む。無線フレームの構造は例示的に図示されたものである
。無線フレームに含まれるサブフレームの個数、サブフレームに含まれるスロットの個数
、スロットに含まれるシンボルの個数は様々な方式で変形可能である。
【００４０】
　図３は、ダウンリンクスロットのリソースグリッドを例示する。
【００４１】
　図３を参照すると、ダウンリンクスロットは、時間領域において複数のＯＦＤＭシンボ
ルを含む。１ダウンリンクスロットは、７（６）個のＯＦＤＭシンボルを含み、リソース
ブロックは、周波数領域において１２個の副搬送波を含むことができる。リソースグリッ
ド上の各要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）は、リソース要素（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ
、ＲＥ）と称される。１個のＲＢは、１２×７（６）個のＲＥを含む。ダウンリンクスロ
ットに含まれるＲＢの個数ＮRBは、ダウンリンク伝送帯域に依存する。アップリンクスロ
ットの構造は、ダウンリンクスロットの構造と同一であり、ただし、ＯＦＤＭシンボルが
ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに代替される。
【００４２】
　図４は、ダウンリンクサブフレームの構造を示す図である。
【００４３】
　図４を参照すると、サブフレームの１番目のスロットにおいて前の部分に位置した最大
３（４）個のＯＦＤＭシンボルは、制御チャネルが割り当てられる制御領域に対応する。
残りのＯＦＤＭシンボルは、ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａ
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ｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）が割り当てられるデータ領域に該当する。ＬＴＥで使用される
ダウンリンク制御チャネルの例は、ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　
Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ
　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　ｈｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）などを含む。ＰＣＦ
ＩＣＨは、サブフレームの１番目のＯＦＤＭシンボルで伝送され、サブフレーム内におい
て制御チャネルの伝送に使用されるＯＦＤＭシンボルの個数に関する情報を運ぶ。ＰＨＩ
ＣＨは、アップリンク伝送に対する応答としてＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ｈｙｂｒｉ
ｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎ
ｔ／ｎｅｇａｔｉｖｅ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎｔ）信号を運ぶ。
【００４４】
　ＰＤＣＣＨを通じて伝送される制御情報をＤＣＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）と称する。ＤＣＩは、端末または端末グループのためのリソ
ース割当情報及び他の制御情報を含む。例えば、ＤＣＩは、アップ／ダウンリンクスケジ
ューリング情報、アップリンク伝送（Ｔｘ）パワー制御命令などを含む。
【００４５】
　ＰＤＣＣＨは、ダウンリンク共有チャネル（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａ
ｎｎｅｌ、ＤＬ－ＳＣＨ）の伝送フォーマット及びリソース割当情報、アップリンク共有
チャネル（ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＵＬ－ＳＣＨ）の伝送フォー
マット及びリソース割当情報、ページングチャネル（ｐａｇｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ、Ｐ
ＣＨ）上のページング情報、ＤＬ－ＳＣＨ上のシステム情報、ＰＤＳＣＨ上で伝送される
ランダムアクセス応答のような上位層制御メッセージのリソース割当情報、端末グループ
内の個別端末に対するＴｘパワー制御命令セット、Ｔｘパワー制御命令、ＶｏＩＰ（Ｖｏ
ｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ）の活性化指示情報などを運ぶ。複数のＰＤＣＣＨが制御領域内
で伝送されることができる。端末は、複数のＰＤＣＣＨをモニタリングすることができる
。ＰＤＣＣＨは、一つまたは複数の連続した制御チャネル要素（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａ
ｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ、ＣＣＥ）の集合（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）上で伝送される
。ＣＣＥは、ＰＤＣＣＨに、無線チャネル状態に基づいたコーディングレートを提供する
のに使われる論理的割当ユニットである。ＣＣＥは、複数のリソース要素グループ（ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ、ＲＥＧ）に対応する。ＰＤＣＣＨのフォー
マット及びＰＤＣＣＨビットの個数は、ＣＣＥの個数によって決定される。基地局は、端
末に伝送されるＤＣＩによってＰＤＣＣＨフォーマットを決定し、制御情報にＣＲＣ（ｃ
ｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）を付加する。ＣＲＣは、ＰＤＣＣＨの
所有者または使用目的によって識別子（例、ＲＮＴＩ（ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔ
ｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ））でマスキングされる。例えば、ＰＤＣＣＨ
が特定の端末のためのものである場合、該当の端末の識別子（例、ｃｅｌｌ－ＲＮＴＩ（
Ｃ－ＲＮＴＩ））がＣＲＣにマスキングされることができる。ＰＤＣＣＨがページングメ
ッセージのためのものである場合、ページング識別子（例、ｐａｇｉｎｇ－ＲＮＴＩ（Ｐ
－ＲＮＴＩ））がＣＲＣにマスキングされることができる。ＰＤＣＣＨがシステム情報（
より具体的に、システム情報ブロック（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏ
ｃｋ、ＳＩＢ））のためのものである場合、ＳＩ－ＲＮＴＩ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ　ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされることができる。ＰＤＣＣＨがラン
ダムアクセス応答のためのものである場合、ＲＡ－ＲＮＴＩ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓ
ｓ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされることができる。
【００４６】
　表１は、アップリンクスケジューリングのためのＤＣＩフォーマット０を示す。下記で
、ＲＢ割当フィールドの大きさは７ビットと記載されているが、これは例示であり、ＲＢ
割当フィールドの実際の大きさはシステム帯域によって変わる。
【００４７】



(14) JP 5908887 B2 2016.4.26

10

20

30

【表１】

【００４８】
　* ＭＣＳ：変調及び符号化方式（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃ
ｈｅｍｅ）
　* ＴＰＣ：伝送パワー制御（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）
　* ＲＮＴＩ：無線ネットワーク一時識別子（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏ
ｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）
　* ＣＲＣ：巡回冗長検査（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）
【００４９】
　表２は、ＬＴＥにおいてアップリンクデータ伝送のためのＭＣＳインデックスに対する
情報を示す。ＭＣＳのために５ビットが使用され、５ビットで表すことができる状態（ｓ
ｔａｔｅ）のうち３個の状態（ＩMCS＝２９～３１）は、アップリンク再伝送のために使
用される。
【００５０】
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【表２】

【００５１】
　図５は、ＬＴＥにおいて使用されるアップリンクサブフレームの構造を例示する図であ
る。
【００５２】
　図５を参照すると、アップリンクサブフレームは、複数（例、２個）のスロットを含む
。スロットは、ＣＰ長によって互いに異なる数のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを含むことがで
きる。アップリンクサブフレームは、周波数領域においてデータ領域と制御領域とに区分
される。データ領域は、ＰＵＳＣＨを含み、音声などのデータ信号を伝送するのに使用さ
れる。制御領域は、ＰＵＣＣＨを含み、アップリンク制御情報（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、ＵＣＩ）を伝送するのに使用される。ＰＵＣＣＨは、
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周波数軸でデータ領域の両端部に位置しているＲＢ対（ＲＢ　ｐａｉｒ）を含み、スロッ
トを境界にしてホッピングする。
【００５３】
　ＰＵＣＣＨは、下記の制御情報を伝送するのに使用されうる。
【００５４】
　－ＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）：アップリンクＵＬ－ＳＣＨリソー
スを要求するのに使用される情報である。ＯＯＫ（Ｏｎ－Ｏｆｆ　Ｋｅｙｉｎｇ）方式を
用いて伝送される。
【００５５】
　－ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ：ＰＤＳＣＨ上のダウンリンクデータパケットに対する
応答信号である。ダウンリンクデータパケットの受信が成功したか否かを表す。単一ダウ
ンリンクコードワードに対する応答としてＡＣＫ／ＮＡＣＫ　１ビットが伝送され、２つ
のダウンリンクコードワードに対する応答としてＡＣＫ／ＮＡＣＫ　２ビットが伝送され
る。
【００５６】
　－ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）：ダウンリンクチ
ャネルに対するフィードバック情報である。ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）関連フィードバック情報は、ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄ
ｉｃａｔｏｒ）及びＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）
を含む。サブフレーム当たり２０ビットが使用される。端末がサブフレームで伝送できる
制御情報（ＵＣＩ）の量は、制御情報伝送に使用可能なＳＣ－ＦＤＭＡの個数に依存する
。制御情報伝送に使用可能なＳＣ－ＦＤＭＡは、サブフレームにおいて参照信号伝送のた
めのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを除いた残りのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを意味し、ＳＲＳ（
Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）が設定されたサブフレームの場
合、サブフレームの最後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルも除外される。参照信号は、ＰＵＣＣ
Ｈのコヒーレント検出に使用される。ＰＵＣＣＨは、伝送される情報によって７個のフォ
ーマットを支援する。
【００５７】
　表３は、ＬＴＥにおいてＰＵＣＣＨフォーマットとＵＣＩとのマッピング関係を示す。
【００５８】
【表３】

【００５９】
　ＬＴＥ－Ａでは、ＵＣＩをＵＬ－ＳＣＨデータと同時に伝送する方法を２種類に分けて
いる。第一の方法は、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨを同時に伝送する方法であり、第二の方法
は、既存のＬＴＥと同様にＰＵＳＣＨにＵＣＩを多重化する方法である。
【００６０】
　既存のＬＴＥ端末は、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨを同時に伝送できないので、ＰＵＳＣＨ
が伝送されるサブフレームでＵＣＩ（例、ＣＱＩ／ＰＭＩ、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ、ＲＩなど
）伝送が必要な場合、ＵＣＩをＰＵＳＣＨ領域に多重化する方法を使用した。一例として
、ＰＵＳＣＨ伝送が割り当てられたサブフレームでＣＱＩ及び／またはＰＭＩ（ＣＱＩ／
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ＰＭＩ）を伝送しなければならない場合、端末は、ＵＬ－ＳＣＨデータとＣＱＩ／ＰＭＩ
をＤＦＴ拡散の前に多重化したあと、ＰＵＳＣＨを通じて制御情報とデータを共に伝送す
る。
【００６１】
　図６は、ＵＬ－ＳＣＨデータと制御情報の処理工程を示す図である。
【００６２】
　図６を参照すると、エラー検出は、ＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃ
ｈｅｃｋ）付加を通じてＵＬ－ＳＣＨ伝送ブロックに提供される（Ｓ１００）。
【００６３】
　全ての伝送ブロックがＣＲＣパリティビットを計算するために使用される。伝送ブロッ
クのビットはａ0，ａ1，ａ2，ａ3，…，ａA-1である。パリティビットはｐ0，ｐ1，ｐ2，
ｐ3，…，ｐL-1である。伝送ブロックの大きさはＡであり、パリティビットの数はＬであ
る。
【００６４】
　伝送ブロックＣＲＣ付加の後、コードブロック分割とコードブロックＣＲＣ付加が行わ
れる（Ｓ１１０）。コードブロック分割に対するビット入力はｂ0，ｂ1，ｂ2，ｂ3，…，
ｂB-1である。Ｂは、伝送ブロック（ＣＲＣ含み）のビット数である。コードブロック分
割後のビットは
【数２９】

となる。ｒは、コードブロック番号を表し（ｒ＝０，１，…，Ｃ－１）、Ｋｒは、コード
ブロックｒのビット数を表す。Ｃは、コードブロックの総数を表す。
【００６５】
　チャネルコーディングは、コードブロック分割とコードブロックＣＲＣの後に行われる
（Ｓ１２０）。チャネルコーディング後のビットは

【数３０】

となる。ｉ＝０，１，２であり、Ｄrは、コードブロックｒのためのｉ番目の符号化され
たストリームのビット数を表す（すなわち、Ｄr＝Ｋr＋４）。ｒは、コードブロック番号
を表し（ｒ＝０，１，…，Ｃ－１）、Ｋｒは、コードブロックｒのビット数を表す。Ｃは
、コードブロックの総数を表す。チャネルコーディングのためにターボコーディングが使
用されてもよい。
【００６６】
　レートマッチングは、チャネルコーディング後に行われる（Ｓ１３０）。レートマッチ
ング後のビットは、
【数３１】

となる。Ｅrは、ｒ番目のコードブロックのレートマッチングされたビットの数である。
ｒ＝０，１，…，Ｃ－１であり、Ｃは、コードブロックの総数を表す。
【００６７】
　コードブロック連結は、レートマッチング後に行われる（Ｓ１４０）。コードブロック
連結後のビットは、ｆ0，ｆ1，ｆ2，ｆ3，…，ｆG-1となる。Ｇは、伝送のための符号化
されたビットの総数を表す。制御情報がＵＬ－ＳＣＨ伝送と多重化される場合、制御情報
伝送に使用されるビットはＧに含まれない。ｆ0，ｆ1，ｆ2，ｆ3，…，ｆG-1は、ＵＬ－
ＳＣＨコードワードに該当する。
【００６８】
　アップリンク制御情報の場合、チャネル品質情報（ＣＱＩ及び／またはＰＭＩ）、ＲＩ
及びＨＡＲＱ－ＡＣＫのチャネルコーディングがそれぞれ独立して行われる。ＵＣＩのチ
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いて行われる。例えば、符号化されたシンボルの個数は、符号化された制御情報のレート
マッチングに使用されうる。符号化されたシンボルの個数は、以後の工程で変調シンボル
の個数、ＲＥの個数などに対応する。
【００６９】
　チャネル品質情報のチャネルコーディングは、ｏ0，ｏ1，ｏ2，…，ｏO-1入力ビットシ
ーケンスを用いて行われる（Ｓ１５０）。チャネル品質情報のためのチャネルコーディン
グの出力ビットシーケンスは、
【数３２】

となる。チャネル品質情報は、ビット数によって適用されるチャネルコーディング方式が
変わる。また、チャネル品質情報は、１１ビット以上の場合にＣＲＣビットが付加される
。ＱCQIは、符号化されたビットの総数を表す。ビットシーケンスの長さをＱCQIに合せる
ために、符号化されたチャネル品質情報はレートマッチングされうる。ＱCQI＝ＱCQI’×
Ｑmであり、ＱCQI’は、ＣＱＩのための符号化されたシンボルの個数であり、Ｑmは、変
調次数（ｏｒｄｅｒ）である。Ｑmは、ＵＬ－ＳＣＨデータの変調次数と同一に設定され
る。
【００７０】
　ＲＩのチャネルコーディングは、入力ビットシーケンス
【数３３】

または
【数３４】

を用いて行われる（Ｓ１６０）。

【数３５】

と
【数３６】

は、それぞれ１ビットＲＩと２ビットＲＩを意味する。
【００７１】
　１ビットＲＩの場合、反復（ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ）コーディングが使用される。２ビ
ットＲＩの場合、（３、２）シンプレックスコードが使用され、エンコーディングされた
データは循環反復されうる。
【００７２】
　表４は、１ビットＲＩをチャネルコーディングする例を示し、表５は、２ビットＲＩを
チャネルコーディングする例を示す。
【００７３】
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【００７４】
【表５】

【００７５】
　ここで、Ｑmは変調次数を表す。
【数３７】

であり、ｍｏｄはモジュロ（ｍｏｄｕｌｏ）演算を表す。ｘ、ｙは、ＲＩビットをスクラ
ンブルする時にＲＩ情報を運ぶ変調シンボルのユークリッド距離が最大になるようにする
ためのプレースホルダ（ｐｌａｃｅ　ｈｏｌｄｅｒ）である。ｘ、ｙは、それぞれ０また
は１の値を有する。出力ビットシーケンス

【数３８】

は、符号化されたＲＩブロックの結合により得られる。ＱRIは、符号化されたビットの総
数を表す。符号化されたＲＩの長さをＱRIに合せるために、最後に結合される符号化され
たＲＩブロックは一部分であってもよい（すなわち、レートマッチング）。ＱRI＝ＱRI’
×Ｑmであり、ＱRI’は、ＲＩのための符号化されたシンボルの個数であり、Ｑmは、変調
次数（ｏｒｄｅｒ）である。Ｑmは、ＵＬ－ＳＣＨデータと同一に設定される。
【００７６】
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫのチャネルコーディングは、ステップＳ１７０の入力ビットシーケン
ス
【数３９】

、
【数４０】

または
【数４１】

を用いて行われる。
【数４２】

と
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【数４３】

は、それぞれ１ビットＨＡＲＱ－ＡＣＫと２ビットＨＡＲＱ－ＡＣＫを意味する。また、
【数４４】

は、２ビット以上の情報で構成されたＨＡＲＱ－ＡＣＫを意味する（すなわち、ＯACK＞
２）。ＡＣＫは１に符号化され、ＮＡＣＫは０に符号化される。１ビットＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋの場合、反復（ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ）コーディングが使用される。２ビットＨＡＲＱ
－ＡＣＫの場合、（３、２）シンプレックスコードが使用され、エンコーディングされた
データは循環反復されうる。
【００７７】
　表６は、１ビットＨＡＲＱ－ＡＣＫをチャネルコーディングする例を示し、表７は、２
ビットＨＡＲＱ－ＡＣＫをチャネルコーディングする例を示す。
【００７８】
【表６】

【００７９】
【表７】

【００８０】
　ここで、Ｑmは、変調次数を表す。例えば、Ｑm＝２、４、６は、それぞれＱＰＳＫ、１
６ＱＡＭ及び６４ＱＡＭに対応できる。
【数４５】

は、コードワード０のためのＡＣＫ／ＮＡＣＫビットに対応し、
【数４６】

は、コードワード１のためのＡＣＫ／ＮＡＣＫビットに対応する。

【数４７】

であり、ｍｏｄは、モジュロ（ｍｏｄｕｌｏ）演算を表す。ｘ、ｙは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
ビットをスクランブルする時にＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を運ぶ変調シンボルのユークリッド
距離が最大になるようにするためのプレースホルダ（ｐｌａｃｅ　ｈｏｌｄｅｒ）である
。ｘ、ｙは、それぞれ０または１の値を有する。
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【００８１】
　ＱACKは、符号化されたビットの総数を表し、ビットシーケンス
【数４８】

は、符号化されたＨＡＲＱ－ＡＣＫブロックの結合により得られる。ビットシーケンスの
長さをＱACKに合せるために、最後に結合される符号化されたＨＡＲＱ－ＡＣＫブロック
は一部分であってもよい（すなわち、レートマッチング）。ＱACK＝ＱACK’×Ｑmであり
、ＱACK’は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫのための符号化されたシンボルの個数であり、Ｑmは、変
調次数（ｏｒｄｅｒ）である。Ｑmは、ＵＬ－ＳＣＨデータと同一に設定される。
【００８２】
　データ／制御多重化ブロックの入力は、符号化されたＵＬ－ＳＣＨビットを意味するｆ

0，ｆ1，ｆ2，ｆ3，…，ｆG-1と、符号化されたＣＱＩ／ＰＭＩビットを意味する
【数４９】

である（Ｓ１８０）。データ／制御多重化ブロックの出力は、
【数５０】

である。

【数５１】

は、長さＱmのカラムベクトルである（ｉ＝０，…，Ｈ’－１）。Ｈ’＝Ｈ／Ｑmであり、
Ｈ＝（Ｇ＋ＱCQI）である。Ｈは、ＵＬ－ＳＣＨデータとＣＱＩ／ＰＭＩのために割り当
てられた符号化されたビットの総数である。
【００８３】
　チャネルインターリーバの入力は、データ／制御多重化ブロックの出力、

【数５２】

、符号化されたランク指示子
【数５３】

及び符号化されたＨＡＲＱ－ＡＣＫ
【数５４】

を対象として行われる（Ｓ１９０）は、ＣＱＩ／ＰＭＩのための長さＱmのカラムベクト
ルであり、ｉ＝０，…，Ｈ’－１である（Ｈ’＝Ｈ／Ｑm）。
【数５５】

は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫのための長さＱmのカラムベクトルであり、ｉ＝０，…，ＱACK’－
１である（ＱACK’＝ＱACK／Ｑm）。
【数５６】
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は、ＲＩのための長さＱmのカラムベクトルであり、ｉ＝０，…，ＱRI’－１である（ＱR

I’＝ＱRI／Ｑm）。
【００８４】
　チャネルインターリーバは、ＰＵＳＣＨ伝送のために制御情報とＵＬ－ＳＣＨデータを
多重化する。具体的に、チャネルインターリーバは、ＰＵＳＣＨリソースに対応するチャ
ネルインターリーバ行列に制御情報とＵＬ－ＳＣＨデータとをマッピングする工程を含む
。
【００８５】
　チャネルインターリービングが行われた後、チャネルインターリーバ行列から行毎に読
み出されたビットシーケンス
【数５７】

が出力される。読み出されたビットシーケンスは、リソースグリッド上にマッピングされ
る。Ｈ’’＝Ｈ’＋ＱRI’個の変調シンボルがサブフレームを通じて伝送される。図７は
、ＰＵＳＣＨ上で制御情報とＵＬ－ＳＣＨデータの多重化を示す。ＰＵＳＣＨ伝送が割り
当てられたサブフレームで制御情報を伝送しようとする場合、端末は、ＤＦＴ拡散の前に
制御情報（ＵＣＩ）とＵＬ－ＳＣＨデータとを共に多重化する。制御情報は、ＣＱＩ／Ｐ
ＭＩ、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＲＩのうち少なくとも一つを含む。ＣＱＩ／ＰＭ
Ｉ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＲＩ伝送に使用されるそれぞれのＲＥの個数は、ＰＵＳＣＨ伝
送のために割り当てられたＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃ
ｈｅｍｅ）及びオフセット値（

【数５８】

、
【数５９】

、
【数６０】

）に基づく。オフセット値は、制御情報によって互いに異なるコーディングレートを許容
し、上位層（例、ＲＲＣ）シグナルにより半静的に設定される。ＵＬ－ＳＣＨデータと制
御情報は、同一のＲＥにマッピングされない。制御情報は、サブフレームの２スロットに
存在するようにマッピングされる。基地局は、制御情報がＰＵＳＣＨを通じて伝送される
ことを事前に知るので、制御情報及びデータパケットを容易に逆多重化することができる
。
【００８６】
　図７を参照すると、ＣＱＩ及び／またはＰＭＩ（ＣＱＩ／ＰＭＩ）リソースは、ＵＬ－
ＳＣＨデータリソースの先頭部分に位置し、一つの副搬送波上で全てのＳＣ－ＦＤＭＡシ
ンボルに順次にマッピングされた後に、次の副搬送波でマッピングが行われる。ＣＱＩ／
ＰＭＩは、副搬送波内で左側から右側に、すなわち、ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルインデック
スが増加する方向にマッピングされる。ＰＵＳＣＨデータ（ＵＬ－ＳＣＨデータ）は、Ｃ
ＱＩ／ＰＭＩリソースの量（すなわち、符号化されたシンボルの個数）を考慮してレート
マッチングされる。ＵＬ－ＳＣＨデータと同一の変調次数（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｏｒ
ｄｅｒ）がＣＱＩ／ＰＭＩに使用される。ＣＱＩ／ＰＭＩ情報サイズ（ペイロードサイズ
）が小さい場合（例、１１ビット以下）、ＣＱＩ／ＰＭＩ情報にはＰＵＣＣＨ伝送時と同
様に（３２、ｋ）ブロックコードが使用され、符号化されたデータは循環反復されうる。
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ＣＱＩ／ＰＭＩ情報サイズが小さい場合、ＣＲＣは使用されない。ＣＱＩ／ＰＭＩ情報サ
イズが大きい場合（例、１１ビット以上）、８ビットＣＲＣが付加され、Ｔａｉｌ－ｂｉ
ｔｉｎｇ畳み込み符号（ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　ｃｏｄｅ）を用いて、チャネルコ
ーディングとレートマッチングが行われる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＵＬ－ＳＣＨデータが
マッピングされたＳＣ－ＦＤＭＡのリソースの一部にパンクチャリングを通じて挿入され
る。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＲＳに隣接して位置し、該当のＳＣ－ＦＤＭＡシンボル内で下
側から始めて上側に、すなわち、副搬送波インデックスが増加する方向に埋められる。ノ
ーマルＣＰである場合、図７のように、ＡＣＫ／ＮＡＣＫのためのＳＣ－ＦＤＭＡシンボ
ルは、各スロットにおいてＳＣ－ＦＤＭＡシンボル＃２／＃４に位置する。サブフレーム
でＡＣＫ／ＮＡＣＫが実際に伝送されるか否かにかかわらず、符号化されたＲＩは、ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫのためのシンボルに隣接して位置する。ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＲＩ及びＣＱＩ
／ＰＭＩは独立してコーディングされる。
【００８７】
　ＬＴＥにおいて制御情報（例、ＱＰＳＫ変調使用）は、ＵＬ－ＳＣＨデータなしにＰＵ
ＳＣＨ上で伝送されるようにスケジューリングされうる。制御情報（ＣＱＩ／ＰＭＩ、Ｒ
Ｉ及び／またはＡＣＫ／ＮＡＣＫ）は、低いＣＭ（Ｃｕｂｉｃ　Ｍｅｔｒｉｃ）単一搬送
波特性を維持するためにＤＦＴ拡散の前に多重化される。ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＲＩ及びＣ
ＱＩ／ＰＭＩを多重化することは、図７で示したものと同様である。ＡＣＫ／ＮＡＣＫの
ためのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルはＲＳに隣接して位置し、ＣＱＩがマッピングされたリソ
ースがパンクチャリングされうる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＲＩのためのＲＥの個数は、レ
ファレンスＭＣＳ（ＣＱＩ／ＰＭＩ　ＭＣＳ）とオフセットパラメータ（

【数６１】

、
【数６２】

、及び
【数６３】

）に基づく。レファレンスＭＣＳは、ＣＱＩペイロードサイズ及びリソース割当から計算
される。ＵＬ－ＳＣＨデータがない制御シグナルリングのためのチャネルコーディング及
びレートマッチングは、上述したＵＬ－ＳＣＨデータがある制御シグナルリングの場合と
同様である。
【００８８】
　ＰＵＳＣＨを通じてＵＣＩを伝送する場合、端末は、チャネルコーディングのためにＵ
ＣＩのための符号化されたシンボルの個数（ＱUCI’）を決定しなければならない（図６
のＳ１５０、Ｓ１６０及びＳ１７０参照）。符号化されたシンボルの個数（ＱUCI’）は
、符号化されたビットの総数（ＱUCI＝Ｑm・ＱUCI’）を求めるのに使用される。ＣＱＩ
／ＰＭＩ及びＲＩの場合、符号化されたシンボルの個数はまたＵＬ－ＳＣＨデータのレー
トマッチングに使用されうる。Ｑmは、変調次数を表し、ＬＴＥの場合、ＵＣＩの変調次
数はＵＬ－ＳＣＨデータの変調次数と同一に与えられる。符号化されたシンボルの個数（
ＱUCI’）は、以後の工程で変調シンボルの個数またはＰＵＳＣＨ上に多重化されるＲＥ
の個数に対応する。したがって、本明細書で、符号化されたシンボルの個数（ＱUCI’）
は、（符号化された）変調シンボルの個数またはＲＥの個数などに代替されうる。
【００８９】
　ＣＱＩ／ＰＭＩを例に挙げて、既存ＬＴＥでＵＣＩのための符号化されたシンボルの個
数（Ｑ’）を決定する方法について説明する。式１は、ＬＴＥに定義された式を表す。
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【００９０】
【数６４】

【００９１】
　ここで、Ｏは、ＣＱＩ／ＰＭＩビットの個数を表し、Ｌは、ＣＲＣビットの個数を表す
。Ｏが１１以下の場合、Ｌは０であり、Ｏが１２以上の場合、Ｌは８である。ＱCQI＝Ｑm

・Ｑ’であり、Ｑmは変調次数を表す。ＱRIは、符号化されたＲＩのビット数を表し、Ｒ
Ｉの伝送がない場合、ＱRI＝０である。

【数６５】

は、オフセット値を表し、ＣＱＩ／ＰＭＩのコーディングレートを調節するために使用さ
れうる。
【数６６】

と与えられる。
【数６７】

は、伝送ブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためにスケジューリングされた帯域を表し、副
搬送波の個数で表現される。

【数６８】

は、同一の伝送ブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのサブフレーム当たりのＳＣ－ＦＤ
ＭＡシンボルの個数である。
【数６９】

である。
【数７０】

は、スロット当たりのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの個数であり、ＮSRSは、０または１であ
る。ＮSRSは、端末が初期伝送のためのサブフレームでＰＵＳＣＨとＳＲＳを伝送するよ
うに構成されたり、または初期伝送のためのＰＵＳＣＨリソース割当がセル特定ＳＲＳサ
ブフレーム及び帯域と一部でも重なる場合は１であり、その他の場合は０である。

【数７１】

は、同一の伝送ブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのデータペイロードのビット数（Ｃ
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表し、Ｋrは、コードブロックｒのビット数を表す。
【数７２】

、Ｃ、及びＫrは、同一の伝送ブロックのための初期ＰＤＣＣＨから得られる。
【数７３】

は、天井（ｃｅｉｌｉｎｇ）関数を表し、ｎ以上の数のうち最も小さい整数をリターンす
る。ｍｉｎ（ａ、ｂ）は、ａとｂのうち小さい数をリターンする。
【００９２】
　式１で上限のための（２）部分を除去し、（１）部分を簡単に表すと下記の通りである
。
【００９３】

【数７４】

【００９４】
　ここで、ＰａｙｌｏａｄUCIは、ＵＣＩビット数（Ｏ）と、それに相応するＣＲＣビッ
ト数（Ｌ）の和を表す（Ｏ＋Ｌ）。既存ＬＴＥで、ＵＣＩがＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＲＩで
あれば、Ｌ＝０であり、ＵＣＩがＣＱＩ／ＰＭＩであれば、ＣＱＩ／ＰＭＩが１１ビット
以下の場合、Ｌ＝０であり、１２ビット以上の場合、Ｌ＝８である。ＰａｙｌｏａｄData

は、同一の伝送ブロックに対する初期ＰＤＣＣＨやランダム接続応答グラントから得た初
期ＰＵＳＣＨ伝送のためのデータペイロードのビット数（ＣＲＣ含み）を表す。
【数７５】

は、同一の伝送ブロックの初期伝送のためにＰＵＳＣＨに割り当てられたＲＥの個数を表
す（
【数７６】

に該当）。
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【数７７】

は、ＵＣＩのコーディングレートを調整するためのオフセット値を表す。

【数７８】

は、ＵＣＩ別に与えられるオフセット値（例、

【数７９】

、

【数８０】

、

【数８１】

）を用いて決定されることができる。
【００９５】
　式２で、

【数８２】

は、同一の伝送ブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのスペクトル効率（Ｓｐｅｃｔｒａ
ｌ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ、ＳＥ）を表す。すなわち、スペクトル効率は、特定の情報が
物理的に使うリソースの大きさと伝送しようとする情報との比を意味する。ＳＥの単位は
、ビット／シンボル／副搬送波、またはビット／ＲＥであり、通常のスペクトル効率の単
位であるビット／秒／Ｈｚに対応する。ＳＥは、同一の伝送ブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝
送のために１個のＰＵＳＣＨ　ＲＥに割り当てられたデータビット数として理解されうる
。式２は、ＵＣＩの符号化されたシンボルの個数を計算するために、ＵＬ－ＳＣＨデータ
のスペクトル効率を再利用し、コーディング率を調節するためにオフセット値を用いるこ
とを表す。
【００９６】
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　既存ＬＴＥの場合、ＰＵＣＣＨのピギーバック時にＵＣＩとデータの変調次数（Ｑm）
が同一に設定される。これを考慮するとき、式２は、下記の通りに表現することができる
。
【００９７】
【数８３】

【００９８】
　式３で、
【数８４】

は、同一の伝送ブロックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのデータペイロードのビット数（Ｃ
ＲＣ含み）（ＰａｙｌｏａｄData）と、同一の伝送ブロックの初期伝送のためにＰＵＳＣ
Ｈに割り当てられたビット数（

【数８５】

）の比率を表す。
【数８６】

は、同一の伝送ブロックの初期伝送に対するスペクトル効率（ＳＥ）に近似されうる。
【００９９】
　本明細書で、スペクトル効率（ＳＥ）は、特別に言及しない限り、ＵＬ－ＳＣＨデータ
（すなわち、伝送ブロック）のためのスペクトル効率（ＳＥData）を意味し、文脈によっ
て、
【数８７】

または
【数８８】

を意味してもよい。
【０１００】
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫの場合、Ｌ＝０であり、

【数８９】

であり、上限である（２）部分が異なるように設定されるという点を除いては、式１と同
様の方法で、符号化されたシンボルの個数が決定される。同様に、ＲＩの場合、Ｌ＝０で
あり、
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【数９０】

であり、上限である（２）部分が異なるように設定されるという点を除いては、式１と同
様の方法で、符号化されたシンボルの個数が決定される。
【０１０１】
　上述した説明は、ＰＵＳＣＨで、一つのコードワード（伝送ブロックに対応）が伝送さ
れる場合にのみ適用されることができる。既存ＬＴＥがＳＵ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｕｓｅｒ）
－ＭＩＭＯを支援しないからである。しかし、ＬＴＥ－Ａは、ＳＵ－ＭＩＭＯを支援する
ので、ＰＵＳＣＨで複数のコードワードが伝送されることができる。したがって、複数の
コードワードとＵＣＩを多重化する方法が必要である。
【０１０２】
　以下、図面を参照して、ＰＵＳＣＨで複数のデータとＵＣＩを效率的に多重化する方法
について説明する。便宜上、以下の説明において、ＵＬ－ＳＣＨ伝送はコードワードを基
準に記述するが、伝送ブロックとコードワードは互いに等価のデータブロックである。し
たがって、これらは（ＵＬ－ＳＣＨ）データブロックと知られうる。また、特別に言及し
ない限り、以下の説明においてコードワードは対応する伝送ブロックに代替可能であり、
その反対も同様である。コードワードと伝送ブロックの関係は、コードワードスワッピン
グにより変わることができる。例えば、通常の場合、１番目の伝送ブロック及び２番目の
伝送ブロックは、それぞれ１番目のコードワード及び２番目のコードワードに対応する。
反面、コードワードスワッピングがある場合、１番目の伝送ブロックと２番目のコードワ
ードが対応し、２番目の伝送ブロックと１番目のコードワードが対応できる。ＨＡＲＱ動
作は、伝送ブロックに基づいて行われる。下記の各実施例は、単独でまたは組み合わせに
よって実現されうる。
【０１０３】
　（実施例１Ａ）コードワード選択を通じて１個のコードワードにＵＣＩを多重化
【０１０４】
　本発明によれば、２つ以上のコードワードが伝送される場合、ＵＣＩは、そのうち特定
のコードワードが伝送されるレイヤに多重化され伝送される。好適には、特定のコードワ
ードは、新規（または初期）伝送と再伝送とを区別できる新規データ指示子（ｎｅｗ　ｄ
ａｔａ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ、ＮＤＩ）が表す情報によって選択されることができる。Ｕ
ＣＩは、該当のコードワードが伝送されるレイヤの全部または一部に多重化される。
【０１０５】
　一例として、２つのコードワードが全て新規（または初期）伝送である場合に、ＵＣＩ
は、１番目のコードワード（または伝送ブロック）が伝送されるレイヤに多重化されうる
。他の例として、２つのコードワードのうち一方は新規伝送であり、他方のコードワード
は再伝送である場合（すなわち、新規伝送であるコードワードと再伝送であるコードワー
ドが混在する場合）、ＵＣＩは、新規伝送であるコードワードが伝送されるレイヤに多重
化されうる。ＵＣＩが多重化されるリソースの大きさ（例、ＲＥの個数）（変調シンボル
の個数または符号化されたシンボルの個数に対応）は、該当のコードワードが伝送される
ＲＥの個数、変調方式／次数、データペイロードのビット数、オフセット値により決定さ
れうる。好適には、該当のコードワードのＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏ
ｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）の関数でＵＣＩリソースが決定されるようにするために、該当
のコードワードが伝送される全てのレイヤにＵＣＩを多重化できる。
【０１０６】
　新規伝送と再伝送とが存在する場合に、新規伝送に該当するコードワードにＵＣＩを多
重化する理由は、下記の通りである。ＨＡＲＱ初期伝送で、ＰＵＳＣＨのデータ伝送ブロ
ックサイズ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ　ｓｉｚｅ、ＴＢＳ）は、ターゲットＦＥ
Ｒ（Ｆｒａｍｅ　Ｅｒｒｏｒ　Ｒａｔｅ）（例、１０％）を満足するように設定される。
したがって、データとＵＣＩを多重化して伝送する場合に、ＵＣＩのためのＲＥの個数は
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の関数として定義される。反面、ＨＡＲＱによって再伝送されるＰＵＳＣＨにＵＣＩが多
重化される場合、初期ＰＵＳＣＨ伝送で使用されたパラメータを活用して、ＵＣＩ多重化
が行われることができる。伝送ブロックの再伝送の時に基地局がリソースを節約するため
に、初期伝送に比べてより少ない量のＰＵＳＣＨリソースを割り当てる場合が存在するた
め、再伝送に該当するパラメータによってＵＣＩリソースの大きさを決定すると問題が発
生する恐れがある。したがって、ＨＡＲＱ再伝送がある場合、ＵＣＩリソースの大きさは
、初期ＰＵＳＣＨ伝送に使用されたパラメータを用いて決定されることができる。しかし
、同一のコードワードに対して初期伝送と再伝送時のチャネル環境が大きな差を見せるな
らば、初期ＰＵＳＣＨ伝送に使用されたパラメータを用いてＵＣＩリソースの大きさを決
定する場合、むしろＵＣＩの伝送品質が低下することがある。したがって、再伝送コード
ワードと初期伝送コードワードが共に伝送される場合、ＵＣＩを初期伝送コードワードに
多重化することによって、チャネル環境が変更される場合にもＵＣＩリソースの量を適応
的に変化させることができる。
【０１０７】
　また他の例として、全てのコードワードが再伝送である場合、２つの方法を考慮できる
。第一の方法として、ＵＣＩを常に１番目のコードワード（または伝送ブロック）に多重
化できる。第二の方法として、ＵＣＩを初期伝送が最後にあったコードワードに多重化で
きる。第二の方法は、最後のＵＣＩを多重化したコードワードにＵＣＩを多重化する方式
で実現されうる。この場合、最後に初期伝送があった、または最も少なく再伝送されたコ
ードワードの情報によってＵＣＩリソースの量を計算できるので、チャネル変化に最もよ
く適応できる。
【０１０８】
　（実施例１Ｂ）コードワード選択を通じて１個のコードワードにＵＣＩを多重化
【０１０９】
　本実施例によれば、２つのコードワードのうち一方は新規伝送であり、他方は再伝送で
ある場合（すなわち、新規伝送コードワードと再伝送コードワードが混在）、ＵＣＩは、
再伝送コードワードが伝送されるレイヤに多重化できる。ＳＩＣ（ｓｕｃｃｅｓｓｉｖｅ
　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｃａｎｃｅｌｌａｔｉｏｎ）受信機を使用する場合、迅速
なターミネーション（ｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ）を起こす可能性がある再伝送コードワー
ドをまず復号しながらＵＣＩを共に復号し、復号された再伝送コードワードを用いて新規
伝送コードワードに及ぼす干渉を除去できる。基地局がＳＩＣ受信機を使う場合、新規伝
送コードワードが伝送されるレイヤにＵＣＩが多重化されると（実施例１Ａ）、基地局で
、ＵＣＩを読む待ち時間（ｌａｔｅｎｃｙ）が大きくなるという問題が発生しうる。本方
法は、ＳＩＣ受信機で最初に復号されるコードワードを送信機が知る場合、最初に復号さ
れるコードワードにＵＣＩを多重化する方式で実現されうる。これと違って、新規伝送と
再伝送が混在している伝送において、ＵＣＩが新規伝送コードワードが伝送されるレイヤ
に伝送されると、再伝送に該当する情報をまず復号し、新規伝送コードワードが伝送され
るレイヤから干渉を除去することで、ＵＣＩ検出性能を向上させることができる。
【０１１０】
　ＵＣＩが特定のコードワードに多重化される場合、該当のコードワードが複数のレイヤ
に伝送されうるので、ＵＣＩも複数のレイヤに多重化されることができる。
【０１１１】
　式４は、ＵＣＩを一つの特定のコードワードに多重化する場合に、ＵＣＩのための符号
化されたシンボルの個数（Ｑ’）を計算する式を例示する。
【０１１２】
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【数９１】

【０１１３】
　ここで、ＳＥDataは、スペクトル効率を表し、

【数９２】

と与えられる。ＰａｙｌｏａｄUCI、ＰａｙｌｏａｄData、
【数９３】

及び
【数９４】

は、式２で定義したとおりである。ＬDataは、１以上の整数であり、同一の伝送ブロック
（または対応コードワード）のためのレイヤの個数を表す。ＵＣＩは、ＣＱＩ／ＰＭＩ、
ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫまたはＲＩを含む。
【０１１４】
　式４は、ＵＣＩのための符号化されたシンボルの個数を決定する時に、ＵＣＩが多重化
されるコードワードのペイロードサイズ、該当のコードワードが伝送されるＲＥの個数の
他に、該当のコードワードが伝送されるレイヤの個数（ＬData）を使用することを特徴と
する。具体的に、ＵＣＩが多重化されるレイヤの個数を時間－周波数リソース要素（ＲＥ
）の個数に乗じることによって、時間－周波数－空間リソース要素の全体個数を、ＵＣＩ
リソースの個数を計算する工程に反映できる。
【０１１５】
　図８は、式４から得た符号化されたシンボルの個数を用いて、一つの特定のコードワー
ドにＵＣＩを多重化する例を示す。本方法は、各レイヤで必要なリソースの個数のみ使用
してＵＣＩを多重化することによって、ＰＵＳＣＨリソースの効率的な使用を図ることが
できる。本例では、ＵＣＩが２番目のコードワードに多重化されると仮定した。図８を参
照すると、それぞれのレイヤに多重化されるＵＣＩリソースの量は互いに異なってもよい
。
【０１１６】
　式５は、ＵＣＩを一つの特定のコードワードに多重化する場合に、ＵＣＩのための符号
化されたシンボルの個数（Ｑ’）を計算する他の式を例示する。
【０１１７】
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【数９５】

【０１１８】
　ここで、ＳＥDataは、スペクトル効率を表し、
【数９６】

または

【数９７】

と与えられる。Ｑmは変調次数を表す。式５は、ＵＣＩのためのＱmとデータのためのＱm

が同じ場合を示しているが、これらは独立して与えられることができる。Ｐａｙｌｏａｄ

UCI、ＰａｙｌｏａｄData、
【数９８】

、Ｑm及び
【数９９】

は、式２で定義したようである。ＬUCIは、１以上の整数であり、ＵＣＩが多重化される
レイヤの個数を表す。ＵＣＩは、ＣＱＩ／ＰＭＩ、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫまたはＲ
Ｉを含む。
【０１１９】
　式４と同様に式５も、ＵＣＩのための符号化されたシンボルの個数を決定する時に、Ｕ
ＣＩが多重化されるコードワードのペイロードサイズ、該当のコードワードが伝送される
ＲＥの個数を使用する。ただし、式５は、ＵＣＩが多重化されるリソースの個数（すなわ
ち、符号化されたシンボルの個数）を計算し、その結果にＵＣＩが多重化されるレイヤの
個数を乗じる形態をしている。したがって、ＵＣＩが多重化される全てのレイヤでＵＣＩ
リソースの個数が同一に与えられる。
【０１２０】
　図９は、式５から得た符号化されたシンボルの個数を用いて、一つの特定のコードワー
ドにＵＣＩを多重化する他の例を示す。本方法は、各レイヤで同一のリソースの個数を使
用してＵＣＩを多重化する。この場合、ＳＩＣ受信機を使用する基地局において役に立つ
ことができる。本例示では、ＵＣＩは、２番目のコードワードのための複数のレイヤに多
重化されると仮定した。図９を参照すると、それぞれのレイヤに多重化されるＵＣＩリソ
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ースの量は互いに同一である。
【０１２１】
　（実施例１Ｃ）コードワード選択を通じて１個のコードワードにＵＣＩを多重化
【０１２２】
　本実施例によれば、複数（例、２個）のコードワード（または伝送ブロック）伝送があ
る場合、規則に応じて選択されたコードワード（または伝送ブロック）にＵＣＩ多重化を
行うことができる。好適には、ＵＣＩは、チャネル状態情報（またはチャネル品質制御情
報）、例えば、ＣＱＩ、ＣＱＩ／ＰＭＩを含む。
【０１２３】
　規則１．１）最も高いＩMCSを有するコードワード（または伝送ブロック）にＣＱＩを
多重化する。表２を参照すると、ＩMCSが高いほど該当のコードワード（または伝送ブロ
ック）のためのチャネル状態が良いので、最も高いＩMCSを有するコードワード（または
伝送ブロック）にＣＱＩを多重化することで、チャネル状態情報の伝送信頼性を高めるこ
とができる。
【０１２４】
　規則１．２）２つのコードワード（または２つの伝送ブロック）に対するＩMCSが同一
の場合、コードワード０（１番目のコードワード）にＣＱＩを多重化する。
【０１２５】
　図１０は、本発明の一実施例に係るＤＣＩ構成及び端末解析を示す図である。図１０は
、ＤＣＩが２つの伝送ブロックのためのスケジューリング情報を運ぶ場合を例示する。
【０１２６】
　図１０（ａ）は、ＬＴＥ－ＡアップリンクＭＩＭＯのために新しく追加されるＤＣＩフ
ォーマットの一部を示す。図１０（ａ）を参照すると、ＤＣＩフォーマットは、１番目の
伝送ブロック（ＣＷ０）のためのＭＣＳフィールド及びＮＤＩフィールド、２番目の伝送
ブロック（ＣＷ０）のためのＭＣＳフィールド及びＮＤＩフィールド、ＰＭＩ／ＲＩフィ
ールド、リソース割当フィールド（Ｎ_ＰＲＢ）、チャネル状態情報要求フィールド（Ｃ
ＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を含む。
【０１２７】
　図１０（ｂ）は、２つの伝送ブロック（または２つのコードワード）が伝送され、その
うち一つの伝送ブロック（またはコードワード）にＵＣＩ（例、チャネル品質制御情報）
が多重化される場合を示す。ＣＷ０、ＣＷ１両方ともＭＣＳが２８以下であり、ＮＤＩが
反転されたので、２つの伝送ブロックが全て初期伝送であることを表す。ＣＱＩ　ｒｅｑ
ｕｅｓｔ＝１であるので、非周期的ＣＱＩがデータと共に多重化される。ＣＱＩ　ｒｅｑ
ｕｅｓｔ＝０である場合でも、ＰＵＳＣＨ伝送がある周期的ＣＱＩ伝送が予定された場合
、周期的ＣＱＩはデータと共に多重化される。ＣＱＩは、ＣＱＩ単独、またはＣＱＩ＋Ｐ
ＭＩの形態を含む。この場合、上述した規則によれば、チャネル状態情報は、最も高いＩ

MCSを有するコードワード（または伝送ブロック）であるＣＷ０に多重化される。
【０１２８】
　図１０（ｃ）は、２つの伝送ブロック（または二つのコードワード）が伝送され、その
うち一つの伝送ブロック（またはコードワード）にＵＣＩ（例、チャネル品質制御情報）
が多重化される他の場合を示す。ＣＷ０、ＣＷ１共にＭＣＳ／ＲＶＫＡが２８以下であり
、ＮＤＩが反転されているので、２つのコードワードが全て初期伝送であることを表す。
ＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝１であるので、非周期的ＣＱＩがデータと共に多重化される。
ＣＱＩ　ｒｅｑｕｅｓｔ＝０である場合でも、ＰＵＳＣＨ伝送がある周期的ＣＱＩ伝送が
予定された場合、周期的ＣＱＩはデータと共に多重化される。ＣＱＩは、ＣＱＩ単独、ま
たはＣＱＩ＋ＰＭＩの形態を含む。この場合、上述した規則によれば、２つの伝送ブロッ
クのＩMCSが同一なので、チャネル状態情報は１番目の伝送ブロック（またはコードワー
ド）であるＣＷ０に多重される。
【０１２９】
　式６及び７は、上述した規則によってＵＣＩを一つの特定のコードワードに多重化する
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場合に、ＵＣＩのための符号化されたシンボルの個数（Ｑ’）を計算する式を例示する。
式６及び７は、上述した規則が適用された点を除いては式４及び５と同様である。
【０１３０】
【数１００】

【０１３１】
【数１０１】

【０１３２】
　ここで、ＳＥData(x)は、スペクトル効率を表し、
【数１０２】

と与えられる。Ｑmは変調次数を表す。式７は、ＵＣＩのためのＱmとデータのためのＱm

が同じ場合を表しているが、これらは独立して与えられることができる。Ｐａｙｌｏａｄ

UCI、ＰａｙｌｏａｄData(x)、
【数１０３】

、Ｑm及び
【数１０４】

は、添字（ｘ）がある点を除いては式２で定義したとおりである。添字（ｘ）は、該当の
パラメータが伝送ブロックｘのためのものであることを表す。伝送ブロックｘは、上述し
た規則１．１及び１．２により決定される。ＬData(x)は、１以上の整数であり、伝送ブ



(34) JP 5908887 B2 2016.4.26

10

20

30

40

50

ロックｘのためのレイヤの個数を表す。ＬUCIは、１以上の整数であり、ＵＣＩが多重化
されるレイヤの個数を表す。一般化のために、ＬUCI及びＬData(x)は、それぞれ１以上の
整数を表す定数（例、α、λ）に代替可能である。ＵＣＩは、ＣＱＩ／ＰＭＩ、ＨＡＲＱ
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫまたはＲＩ、好適には、ＣＱＩ／ＰＭＩを含む。ＣＱＩ／ＰＭＩはＣ
ＱＩまたはＣＱＩ＋ＰＭＩを表す。
【０１３３】
　ＵＣＩのための符号化されたシンボルの個数（Ｑ’）が、レイヤ当たりの個数であるか
、またはランクが１である場合、ＬUCI＝ＬData(x)＝１となり、既存ＬＴＥの式１は、上
述した規則を適用するとき、下記のように変形されうる。
【０１３４】
【数１０５】

【０１３５】
　ここで、Ｏは、ＣＱＩ／ＰＭＩビットの個数を表し、Ｌは、ＣＲＣビットの個数を表す
。Ｏが１１以下である場合、Ｌは０であり、Ｏが１２以上である場合、Ｌは８である。Ｑ

CQI＝Ｑm・Ｑ’であり、Ｑmは変調次数を表す。ＱRIは、符号化されたＲＩのビット数を
表し、ＲＩ伝送がない場合、ＱRI＝０である。

【数１０６】

は、オフセット値を表し、ＣＱＩ／ＰＭＩのコーディングレートを調節するために使用さ
れうる。

【数１０７】

と与えられる。
【数１０８】

は、伝送ブロックｘの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためにスケジューリングされた帯域を表し、
副搬送波の個数によって表現される。
【数１０９】

は、同一の伝送ブロック（すなわち、伝送ブロックｘ）の初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのサ
ブフレーム当たりのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの個数である。

【数１１０】

である。
【数１１１】
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は、スロット当たりのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの個数であり、ＮSRSは、０または１であ
る。ＮSRSは、端末が伝送ブロックｘの初期伝送のためのサブフレームで、ＰＵＳＣＨと
ＳＲＳを伝送するように構成されたり、または伝送ブロックｘの初期伝送のためのＰＵＳ
ＣＨリソース割当が、セル特定ＳＲＳサブフレーム及び帯域と一部でも重なる場合は１で
あり、その他の場合は０である。
【数１１２】

は、同一の伝送ブロック（すなわち、伝送ブロックｘ）の初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのデ
ータペイロードのビット数（ＣＲＣ含み）を表す。Ｃ(x)は、伝送ブロックｘのためのコ
ードブロックの総数を表し、ｒは、コードブロック番号を表し、
【数１１３】

は、伝送ブロックｘにおいてコードブロックｒのビット数を表す。
【数１１４】

、Ｃ(x)、及び
【数１１５】

は、同一の伝送ブロック（すなわち、伝送ブロックｘ）のための初期ＰＤＣＣＨから得ら
れる。伝送ブロックｘは、上述した規則１．１及び１．２により決定される。
【数１１６】

は、天井（ｃｅｉｌｉｎｇ）関数を表し、ｎ以上の数のうち最も小さい整数をリターンす
る。
【０１３６】
　（実施例１Ｄ）コードワード選択なしに１個のコードワードにＵＣＩを多重化
【０１３７】
　本実施例によれば、新規伝送か再伝送かにかかわらず予め決まったコードワードにＵＣ
Ｉ多重化を行うことができる。この場合、ＵＣＩリソースの計算に使用されるパラメータ
を、ＵＬグラントなどを通じて、再伝送の場合にも部分あるいは全体的にアップデートで
きる。既存ＬＴＥの場合、ＵＣＩが再伝送ＰＵＳＣＨに多重化される場合、ＵＣＩリソー
スの計算は、初期ＰＵＳＣＨ伝送の情報を用いる。これと違って、本方法は、ＵＣＩが再
伝送ＰＵＳＣＨに多重化される場合、ＵＣＩリソースの計算は、再伝送ＰＵＳＣＨ伝送の
情報を用いるものの、再伝送の時にチャネル変化などによってＵＣＩリソース計算時に使
われる各パラメータが変更される場合、変更されたパラメータを部分または全体的にＵＣ
Ｉリソースの計算時にアップデートして利用しようとする内容を含む。また、本方法は、
再伝送の時、該当のコードワードが伝送されるレイヤの個数が変更される場合、これを反
映して、ＵＣＩ多重化が行われる方法も追加的に含む。
【０１３８】
　本実施例は、式４で、
【数１１７】

を
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【数１１８】

または
【数１１９】

などに変更しうる。
【数１２０】

または
【数１２１】

は、最後に伝送があったＰＵＳＣＨのＲＥの個数を表す。本実施例によれば、ＵＣＩが多
重化されるコードワードが固定されるので、コードワード選択などの工程を必要とせず、
簡単に実現が可能である。また、チャネル環境変化によるＭＣＳレベル変化をＵＣＩ多重
化に適用できるので、チャネル変化によるＵＣＩ復号性能の減少を防ぐことができる。
【０１３９】
　（実施例２Ａ）全てのコードワードにＵＣＩを多重化
【０１４０】
　本実施例は、ＵＣＩがコードワードの個数にかかわらず、全てのレイヤに多重化される
場合において、ＵＣＩリソースの量を計算する方法を提案する。具体的に、本実施例は、
ＵＣＩが伝送されるサブフレームで、各コードワードのスペクトル効率を計算し、これら
の総和（またはスペクトル効率の総和の逆数）を使用して、ＵＣＩのための符号化された
シンボルの個数を計算することを提案する。各コードワードのスペクトル効率は、同一の
コードワードの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのパラメータを活用して計算できる。
【０１４１】
　式９は、ＵＣＩを全てのレイヤに多重化する場合に、ＵＣＩのための符号化されたシン
ボルの個数（Ｑ’）を計算する式を例示する。
【０１４２】
【数１２２】

【０１４３】
　ここで、ＰａｙｌｏａｄUCI及び

【数１２３】

は、式２で定義したとおりである。ＵＣＩは、ＣＱＩ／ＰＭＩ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫまたは
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ＲＩを含む。ＱmUCIは、ＵＣＩのための変調次数を表す。Ｑm(1)及びＱm(2)は、それぞれ
１番目の伝送ブロック及び２番目の伝送ブロックのための変調次数を表す。Ｐａｙｌｏａ
ｄData(1)及びＰａｙｌｏａｄData(2)は、それぞれ１番目の伝送ブロック及び２番目の伝
送ブロックに対する初期ＰＤＣＣＨやランダム接続応答グラントから得た初期ＰＵＳＣＨ
伝送のためのデータペイロードのビット数（ＣＲＣ含み）を表す。
【数１２４】

は、１番目の伝送ブロックの初期伝送のためのＰＵＳＣＨ　ＲＥの個数を表す（
【数１２５】

に該当）。
【数１２６】

は、２番目の伝送ブロックの初期伝送のためのＰＵＳＣＨ　ＲＥの個数を表す（

【数１２７】

に該当）。ＬData(1)及びＬData(2)は、それぞれ１以上の整数である。ＬData(1)及びＬD

ata(2)は、それぞれ１番目の伝送ブロック及び２番目の伝送ブロックのためのレイヤの個
数を表す。
【０１４４】
　式９は、ＱmUCI、Ｑm(1)及びＱm(2)が独立して与えられることを仮定しているが、ＬＴ
Ｅと同様にＱmUCI＝Ｑm(1)＝Ｑm(2)と与えられることができる。この場合、式９は下記の
ように簡素化できる。
【０１４５】
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【数１２８】

【０１４６】
　また、ＵＣＩのための符号化されたシンボルの個数（Ｑ’）がレイヤ当たりの個数であ
るか、またはランクが２である場合、ＬData1＝ＬData2＝１となり、式１０は下記のよう
に簡素化できる。
【０１４７】

【数１２９】

【０１４８】
　一方、式９を一般化すると、下記のように記述できる。
【０１４９】

【数１３０】

【０１５０】
【数１３１】
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【０１５１】
　ここで、α及びλi（ｉ＝１，…，Ｎ）は、それぞれ１以上の整数である。λi’は、定
数であり、１／λiと与えられる。ＳＥData(i)（ｉ＝１，…，Ｎ）は、ｉ番目の伝送ブロ
ックの初期ＰＵＳＣＨ伝送のためのスペクトル効率を表し、
【数１３２】

と与えられる。
【０１５２】
　図１１は、式９から得た符号化されたシンボルの個数を用いて、全てのコードワードに
ＵＣＩを多重化する一例を示す。本方法は、ＵＣＩ多重化の時に実際に必要なリソースの
個数のみを使用するので、ＰＵＳＣＨリソースの効率的な使用を図ることができる。これ
によって、図１１のように、各レイヤに多重化されるＵＣＩリソースの量が互いに異なっ
てもよい。図１２で、１番目のコードワードは、一つのレイヤにマッピングされ、２番目
のコードワードは、２つのレイヤにマッピングされる場合（すなわち、ランク＝３）を例
示しているが、コードワードの個数及びそれぞれのコードワードにマッピングされるレイ
ヤの個数は多様に構成されることができる。
【０１５３】
　式１４は、ＵＣＩを全てのコードワードに多重化する場合に、ＵＣＩのための符号化さ
れたシンボルの個数（Ｑ’）を計算する他の式を例示する。本方法は、レイヤを基準に多
重化されるＵＣＩリソースの平均量を計算し、ここにＵＣＩが多重化されるレイヤの総数
を乗じる。下記の式は、式１０～１３で例示したものと同様の方式で変形可能である。
【０１５４】
【数１３３】

【０１５５】
　ここで、ＰａｙｌｏａｄUCI、ＰａｙｌｏａｄData(1)、ＰａｙｌｏａｄData(2)、
【数１３４】

、
【数１３５】

、ＱmUCI、Ｑm(1)、Ｑm(2)、ＬData(1)、ＬData(2)、ＬUCI及び
【数１３６】

は、上記で定義したとおりである。ＵＣＩは、ＣＱＩ／ＰＭＩ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫまたは
ＲＩを含む。
【０１５６】
　図１２は、式１４から得た符号化されたシンボルの個数を用いて、全てのコードワード
にＵＣＩを多重化する一例を示す。図１２を参照すると、それぞれのレイヤに多重化され
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るＵＣＩリソースの量が互いに同一である。すなわち、ＵＣＩ多重化に使用されるリソー
スの量は、該当する全てのレイヤにおいて同一である。本方法は、ＳＩＣ受信機を使用す
る基地局で役に立つことができる。図１２で、１番目のコードワードは、一つのレイヤに
マッピングされ、２番目のコードワードは、２つのレイヤにマッピングされる場合（すな
わち、ランク＝３）を例示しているが、コードワードの個数及びそれぞれのコードワード
にマッピングされるレイヤの個数は多様に構成されることができる。
【０１５７】
　式１５及び１６は、ＵＣＩを全てのコードワードに多重化する場合に、ＵＣＩのための
符号化されたシンボルの個数（Ｑ’）を計算するさらに他の式を例示する。下記の式は、
式１０～１３で例示したものと同様の方式で変形可能である。
【０１５８】
【数１３７】

【０１５９】
【数１３８】

【０１６０】
　ここで、ＰａｙｌｏａｄUCI、ＰａｙｌｏａｄData(1)、ＰａｙｌｏａｄData(2)、

【数１３９】

、
【数１４０】

、ＱmUCI、Ｑm(1)、Ｑm(2)、ＬData(1)、ＬData(2)、ＬUCI及び

【数１４１】

は、上記で定義したようである。ＵＣＩは、ＣＱＩ／ＰＭＩ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫまたはＲ
Ｉを含む。
【０１６１】
　（実施例２Ｂ）全てのコードワードにＵＣＩを多重化
【０１６２】
　ＵＣＩが、コードワードの個数にかかわらず、全てのレイヤに多重化される場合に、Ｕ
ＣＩリソースの量を計算する他の方法を提案する。本実施例は、ＵＣＩが伝送されるサブ
フレームで、全てのコードワードの初期伝送のパラメータを活用して、全てのコードワー
ドの全体スペクトル効率を計算し、全体スペクトル効率を用いて、ＵＣＩのための符号化
されたシンボルの個数を計算することを提案する。
【０１６３】
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　式１７及び１８は、式２に記述された
【数１４２】

に対応する値として、
【数１４３】

を使用した例である。下記の式は、式１０～１３で例示したものと同様の方式で変形可能
である。
【０１６４】
【数１４４】

【０１６５】
【数１４５】

【０１６６】
　ここで、ＰａｙｌｏａｄUCI、ＰａｙｌｏａｄData(1)、ＰａｙｌｏａｄData(2)、

【数１４６】

、
【数１４７】

、ＱmUCI、Ｑm(1)、Ｑm(2)、ＬData(1)、ＬData(2)、ＬUCI及び
【数１４８】

は、上記で定義したとおりである。ＵＣＩは、ＣＱＩ／ＰＭＩ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫまたは
ＲＩを含む。
【０１６７】
　（実施例２Ｃ）全てのコードワードにＵＣＩを多重化
【０１６８】
　ＵＣＩが、コードワードの個数にかかわらず、全てのレイヤに伝送される場合に、ＵＣ
Ｉリソースの量を計算するさらに他の方法を提案する。本実施例は、ＵＣＩのための符号
化されたシンボルの個数を伝送ブロック別に計算する方法を提案する。本実施例によれば
、コードワードの変調次数が互いに異なる場合に、ＵＣＩの変調次数は、各コードワード
による変調次数を使用することができるという長所がある。
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【０１６９】
　式１９及び２０は、本実施例によってＵＣＩのための符号化されたシンボルの個数（Ｑ
’）を計算する式を例示する。本方法は、それぞれの伝送ブロック別にＵＣＩのための符
号化された変調シンボルの個数（Ｑ1’，Ｑ2’，…，ＱN’）を計算する。Ｑ’＝Ｑ1’＋
Ｑ2’＋…＋ＱN’である。本方法によれば、各伝送ブロックに使われる変調次数が異なる
場合、ＵＣＩは、多重化される伝送ブロックの変調次数（ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４Ｑ
ＡＭ）を使用する。下記の式は、式１０～１３で例示したものと同様の方式で変形可能で
ある。
【０１７０】
【数１４９】

【０１７１】
【数１５０】

【０１７２】
　ここで、ＰａｙｌｏａｄUCI、ＰａｙｌｏａｄData(1)、ＰａｙｌｏａｄData(2)、
【数１５１】

、
【数１５２】

、ＱmUCI、Ｑm(1)、Ｑm(2)、ＬData(1)、ＬData(2)、ＬUCI及び
【数１５３】

は、上記で定義したとおりである。ＵＣＩは、ＣＱＩ／ＰＭＩ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫまたは
ＲＩを含む。
【０１７３】
　式２１及び２２は、本実施例によってＵＣＩのための符号化されたシンボルの個数（Ｑ
’）を計算する他の式を例示する。本方法は、それぞれの伝送ブロック別にＵＣＩのため
の符号化された変調シンボルの個数（Ｑ1’，Ｑ2’，…，Ｑn’）を計算する。Ｑ’＝Ｑ1

’＋Ｑ2’＋…＋Ｑn’である。本方法によれば、各伝送ブロックに使われる変調次数が異
なる場合、ＵＣＩは、多重化される伝送ブロックの変調次数（ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６
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である。
【０１７４】
【数１５４】

【０１７５】
【数１５５】

【０１７６】
　本方法によれば、１番目の伝送ブロックには、Ｑ1’個のＵＣＩ変調シンボルが多重化
され、２番目の伝送ブロックには、Ｑ2’個のＵＣＩ変調シンボルが多重化される。式２
１によれば、Ｑ1’またはＱ2’は、それぞれのコードワードに多重化されるＵＣＩ変調シ
ンボルの総数を表すので、一つのコードワード内でそれぞれのレイヤに多重化されるＵＣ
Ｉ変調シンボルの個数は異なってもよい。反面、式２２によれば、Ｑ1’またはＱ2’は、
一つのコードワード内でそれぞれのレイヤに多重化されるＵＣＩ変調シンボルの平均個数
を表すので、一つのコードワード内でそれぞれのレイヤに多重化されるＵＣＩ変調シンボ
ルの個数は同一である。
【０１７７】
　（実施例２Ｄ）全てのコードワードにＵＣＩを多重化
【０１７８】
　ＵＣＩが、コードワードの個数にかかわらず、全てのレイヤに多重化される場合に、Ｕ
ＣＩリソースの量を計算するさらに他の方法を提案する。本実施例は、ＵＣＩのための符
号化されたシンボルの個数を伝送ブロック別に計算する他の方法を提案する。実施例２Ｃ
と異なる点は、現在の伝送サブフレームで、該当のコードワードのレイヤの個数と変調次
数を用いて、各コードワード別に多重化されるＵＣＩリソースの比率を計算するというこ
とである。式２３及び２４は、本実施例によってＵＣＩのための符号化されたシンボルの
個数（Ｑ’）を計算する式を例示する。本方法は、それぞれの伝送ブロック別に、ＵＣＩ
のための符号化された変調シンボルの個数（Ｑ1’，Ｑ2’，…，ＱN’）を計算する。Ｑ
’＝Ｑ1’＋Ｑ2’＋…＋ＱN’である。Ｑ1’とＱ2’個のＵＣＩ変調シンボルは、それぞ
れ該当のコードワードが伝送されるレイヤに多重化される。各伝送ブロックに使われる変
調次数が異なる場合、ＵＣＩは、多重化される伝送ブロックの変調次数（ＱＰＳＫ、１６
ＱＡＭ、６４ＱＡＭ）を使用することができる。下記の式は、式１０～１３例示したもの
と同様の方式で変形可能である。
【０１７９】
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【数１５６】

【０１８０】
【数１５７】

【０１８１】
　ここで、ＰａｙｌｏａｄUCI、ＰａｙｌｏａｄData(1)、ＰａｙｌｏａｄData(2)、
【数１５８】

、
【数１５９】

、Ｑm(1)、Ｑm(2)、ＬData(1)、ＬData(2)及び
【数１６０】

は、式２及び６で定義したとおりである。ＵＣＩは、ＣＱＩ／ＰＭＩ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
またはＲＩを含む。ＬUCI(1)及びＬUCI(2)は、それぞれ１番目の伝送ブロックと２番目の
伝送ブロックのレイヤの個数を表す。ＱUCI(1)及びＱUCI(2)は、それぞれ１番目の伝送ブ
ロックと２番目の伝送ブロックに多重化されるＵＣＩの変調次数を表す。
【０１８２】
　図１３及び１４は式２３及び２４から得た符号化されたシンボルの個数を用いて、全て
のコードワードにＵＣＩを多重化する一例を示す。図１３を参照すると、コードワード１
にはＱ1’個のＵＣＩパート１変調シンボルが多重化され、コードワード２にはＱ2’個の
ＵＣＩパート２変調シンボルが多重化される。式２３によれば、Ｑ1’またはＱ2’は、そ
れぞれのコードワードに多重化されるＵＣＩ変調シンボルの総数を表すので、一つのコー
ドワード内でそれぞれのレイヤに多重化されるＵＣＩ変調シンボルの個数は異なってもよ
い。反面、式２２によれば、Ｑ1’またはＱ2’は、一つのコードワード内でそれぞれのレ
イヤに多重化されるＵＣＩ変調シンボルの平均個数を表すので、一つのコードワード内で
それぞれのレイヤに多重化されるＵＣＩ変調シンボルの個数は同一である。
【０１８３】
　実施例２Ａ～２Ｄで、ＵＣＩが多重化されうるコードワードは、ＵＣＩの種類によって
制限されない。しかし、特徴的に、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは全てのコードワードに多重化され
、ＣＱＩ／ＰＭＩのようなＣＳＩ情報は実施例１Ａ～１Ｄで例示したように、特定のコー
ドワードにのみ多重化されるようにすることができる。
【０１８４】
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　上述した説明は、符号化されたシンボルの個数を計算するのに用いられる上限及び／ま
たは下限を記述していない（式１の（２）部分）。これは説明の便宜のためのもので、最
終的に決定される符号化されたシンボルの個数は、式４～２４を通じて計算された後、式
１と同様の方式で上限及び／または下限が制限されうる。
【０１８５】
　便宜上、上述した説明は、ＵＣＩのための符号化されたシンボルの個数（Ｑ’）が、全
体シンボルに該当する場合を中心に記載されている。この場合、ＱUCI＝ＱUCI(total)’
・Ｑmの関係が成立する。ここで、ＱUCIは、ＵＣＩのための符号化されたビットの総数を
表し、ＱUCI(total)’は、ＵＣＩのための符号化されたシンボルの総数を表し、Ｑmは、
変調次数を表す。ここで、ＱUCI’を計算するための式には、上記で例示した式でのよう
に、レイヤの個数に関連したパラメータが含まれる。反面、実現方法によって、ＵＣＩの
ための符号化されたシンボルの個数（Ｑ’）は、レイヤ当たりの個数に該当しうる。この
場合、ＱUCI＝Ｌ・ＱUCI(layer)’・Ｑmの関係が成立する。ここで、Ｌは、ＵＣＩが多重
化されるレイヤの個数（他には、ＵＣＩに関連した伝送ブロックがマッピングされるレイ
ヤの個数）であり、ＱUCI(layer)’は、ＵＣＩのための符号化されたシンボルのレイヤ当
たりの個数を表す。ＱUCI(layer)’は、上記で例示した式で、レイヤに関連したパラメー
タを全て１にすることで得ることができる。
【０１８６】
　図１５は、本発明の一実施例に適用されうる基地局及び端末を示す図である。無線通信
システムにリレーが含まれる場合、バックホールリンクにおいて通信は基地局とリレーと
の間で行われ、アクセスリンクにおいて通信はリレーと端末との間で行われる。したがっ
て、図示の基地局または端末は、状況に応じてリレーに代替可能である。
【０１８７】
　図１５を参照すると、無線通信システムは、基地局（ＢＳ）１１０及び端末（ＵＥ）１
２０を含む。基地局１１０は、プロセッサ１１２、メモリ１１４及び無線周波数（Ｒａｄ
ｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ；ＲＦ）ユニット１１６を含む。プロセッサ１１２は、本発明
で提案した手順及び／または方法を実現するように構成されうる。メモリ１１４は、プロ
セッサ１１２と連結され、プロセッサ１１２の動作と関連した様々な情報を格納する。Ｒ
Ｆユニット１１６は、プロセッサ１１２と連結され、無線信号を送信及び／または受信す
る。端末１２０は、プロセッサ１２２、メモリ１２４及びＲＦユニット１２６を含む。プ
ロセッサ１２２は、本発明で提案した手順及び／または方法を実現するように構成されう
る。メモリ１２４は、プロセッサ１２２と連結され、プロセッサ１２２の動作と関連した
様々な情報を格納する。ＲＦユニット１２６は、プロセッサ１２２と連結され、無線信号
を送信及び／または受信する。基地局１１０及び／または端末１２０は、単一アンテナま
たは多重アンテナを有することができる。
【０１８８】
　以上説明した各実施例は、本発明の各構成要素と特徴が所定形態で結合されたものであ
る。各構成要素または特徴は、別の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮し
なければならない。各構成要素または特徴は、他の構成要素や特徴と結合されない形態で
実施することができる。また、一部の構成要素及び／または特徴を結合して本発明の実施
例を構成することも可能である。本発明の各実施例で説明される各動作の順序は変更可能
である。ある実施例の一部構成や特徴は、他の実施例に含まれることもでき、または他の
実施例の対応する構成または特徴に取って代わられることもできる。特許請求の範囲で明
示的な引用関係を有しない請求項を結合して実施例を構成したり、出願後の補正によって
新しい請求項として含めることもできることは自明である。
【０１８９】
　本明細書で、本発明の実施例は、端末と基地局との間のデータ送受信関係を中心に説明
された。本明細書で基地局により行われると説明した特定の動作は、場合によっては、そ
の上位ノード（ｕｐｐｅｒ　ｎｏｄｅ）により行われてもよい。すなわち、基地局を含む
多数のネットワークノード（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｎｏｄｅ）からなるネットワークにおいて
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端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局または基地局以外の他のネットワー
クノードにより行われることができることは明らかである。基地局は、固定局（ｆｉｘｅ
ｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）、Ｎｏｄｅ　Ｂ、ｅＮｏｄｅ　Ｂ（ｅＮＢ）、アクセスポイント（
ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）などの用語に代替可能である。また、端末は、ＵＥ（Ｕｓｅ
ｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＳＳ（Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）などの用語に代替可能である。
【０１９０】
　本発明に係る実施例は、多様な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア（ｆｉｒ
ｍｗａｒｅ）、ソフトウェアまたはそれらの結合などによって実現されうる。ハードウェ
アによる実現の場合、本発明の一実施例は、一つまたはそれ以上のＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉ
ｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＤＳＰ（
ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＤＳＰＤ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓ
ｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＬＤ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌ
ｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　
ｇａｔｅ　ａｒｒａｙ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロ
プロセッサなどにより実現されうる。
【０１９１】
　ファームウェアやソフトウェアによる実現の場合、本発明の一実施例は、以上で説明さ
れた機能または各動作を行うモジュール、手順または関数などの形態で実現されうる。ソ
フトウェアコードはメモリユニットに格納されてプロセッサによって駆動されることがで
きる。メモリユニットは、プロセッサの内部または外部に位置し、既に公知の様々な手段
によってプロセッサとデータを交換することができる。
【０１９２】
　本発明は、本発明の特徴を逸脱しない範囲で他の特定の形態に具体化できるということ
は、当業者にとっては自明である。したがって、上記の詳細な説明は、いずれの面におい
ても制限的に解釈してはならず、例示的なものとして考慮しなければならない。本発明の
範囲は、添付の請求項の合理的な解釈によって決定しなければならず、本発明の等価的範
囲内での全ての変更は本発明の範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１９３】
　本発明は、端末、リレー、基地局などのような無線通信装置に使用されうる。
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